
 

一 

 
 

 

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

○ 
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
九
十
六
回
国
会
衆
法
第
四
十
二
号
）
（
抄
） 

 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 
 

 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
検
討
） 

第
四
条 

国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。 

 

一 

投
票
人
の
投
票
に
係
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
次
に
掲
げ
る
事
項
そ

の
他
必
要
な
事
項 

 
 

イ 

天
災
等
の
場
合
に
お
い
て
迅
速
か
つ
安
全
な
国
民
投
票
（
日
本
国
憲

法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
次
号
イ
に
お
い
て
「
国
民
投
票
法
」
と

い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
民
投
票
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
開
票
を
行
う
た
め
の
開
票
立
会
人
の
選
任
に
係
る
規
定
の
整
備 

 
 

ロ 

投
票
立
会
人
の
選
任
の
要
件
の
緩
和 

 

二 

国
民
投
票
の
公
平
及
び
公
正
を
確
保
す
る
た
め
の
次
に
掲
げ
る
事
項
そ

の
他
必
要
な
事
項 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら

施
行
す
る
。 

  

（
新
設
） 

 



  

二 

 
 

イ 

国
民
投
票
運
動
等
（
国
民
投
票
法
第
百
条
の
二
に
規
定
す
る
国
民
投

票
運
動
又
は
国
民
投
票
法
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
憲
法

改
正
案
に
対
す
る
賛
成
若
し
く
は
反
対
の
意
見
の
表
明
を
い
う
。
ロ
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
の
広
告
放
送
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用

す
る
方
法
に
よ
る
有
料
広
告
の
制
限 

 
 

ロ 

国
民
投
票
運
動
等
の
資
金
に
係
る
規
制 

 
 

ハ 

国
民
投
票
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
適
正
な
利
用
の
確
保
を

図
る
た
め
の
方
策 

 
 

 

 
 

 


